
 

仕様書 

 

１ 業務名称 

円山動物園エレベーター保守業務（三菱電機製） 

 

２ 業務概要 

本業務は、円山動物園に設置されている三菱電機製のエレベーターにつ

いて、所定の機能を維持し、事故・故障等を未然に防止するため、専門的

見地から、点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守等

の措置を適切に講じるものである。 

 

３ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

 

４ 履行場所 

札幌市中央区宮ケ丘３番地１ 

札幌市円山動物園 ホッキョクグマ館（別紙１参照） 

 

５ 業務仕様 

(1) 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部

監修「建築保全業務共通仕様書（令和５年版）」（以下「共通仕様書」と

いう。）による。 

(2) 本仕様書及び共通仕様書に明記されていない事項については、委託者

と協議し決定する。 

 

６ 業務範囲 

(1) 対象設備 

別紙２のとおり。 

(2) 保守契約の種別 

フルメンテナンス契約 

(3) 点検項目、点検内容及び点検周期 

ア １号機及び２号機 

共通仕様書表 7.2.6 ロープ式エレベーター（機械室なし）を適用す

る。なお、点検周期は周期Ｂを適用する。 



 

点検結果について、点検結果報告書（様式任意）を作成し、完了届と

併せて提出すること。 

イ ３号機 

点検項目及び点検内容は共通仕様書表 7.4.4 小荷物専用昇降機を適

用する。なお、点検周期は 1 号機及び２号機と同様とする。 

点検結果について、点検結果報告書（様式任意）を作成し、完了届

と併せて提出すること。 

ウ 建築基準法に基づく定期点検（１号機、２号機及び３号機） 

建築基準法第 12 条第４項に基づく定期点検を行い、その項目、事項、

方法及び結果の判定基準並びに検査結果表については、「昇降機の定期

検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法

及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件（平成 20 年 3 月 10

日国土交通省告示第 283 号）」によるものとすること。 

(4) 遠隔監視及び遠隔点検（１号機及び２号機） 

遠隔監視及び遠隔点検を行い、共通仕様書表 7.2.4 遠隔点検内容（b）

に記載する事項について、遠隔点検結果報告書（様式任意）を完了届と

併せて提出すること。なお、これに係る通信及び通線に関する費用は受

託者の負担とする。 

(5) 修理、取替え、交換等 

別紙２に記載する付加装置の修理、取替え、交換等については本業務

の範囲内とする。 

修理、取替え、交換等に使用する部品は、製造者の純正品とする。 

(6) 故障時等の対応 

受託者は 24 時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手

段で対処する。なお、故障、災害等により、エレベーターに閉じ込め又

は機能停止が生じた場合は、遠隔装置等による異常察知又は委託者から

の連絡から、原則として 30 分以内に復旧措置を行うこと。 

また、故障や事故が発生した場合には、原因等を調査し、事実発生か

ら１週間以内に委託者へ中間報告を行い、１か月以内に事故報告書（様

式任意）を委託者へ提出すること。 

(7) 委託者に対する訓練の実施 

受託者は、委託者から閉じ込め時等の救出訓練の実施要請があった場

合には、これを実施し、訓練実施後速やかに訓練結果報告書（様式任意）

を提出すること。 



 

 

７ 業務関係図書 

(1) 業務開始前提出図書 

ア 共通仕様書 1.2.1 による業務計画書 １部 

イ 共通仕様書 1.2.2 による作業計画書 １部 

ウ 緊急時連絡体制表 １部 

(2) 業務完了時提出図書 

ア 完了届（３か月に１回） １部 

(3) 閲覧資料 

業務の実施に先立ち、受託者は点検対象設備に関する次の関係資料を

閲覧することができる。なお、閲覧に際しては委託者の承諾を得ること。 

ア エレベーター点検結果報告書 

イ エレベーター法定検査記録 

ウ しゅん功図 

エ 取扱説明書 

 

８ 業務責任者の指定 

受託者は、受託者と直接雇用関係にある者で、かつ一級建築士、二級建

築士又は昇降機等検査員の資格を有する者を業務責任者として指定し、次

の事項について記載又は添付した「業務責任者指定通知書（様式任意）」を、

業務の履行開始日の前日までに委託者に提出し、承諾を得ること。なお、

業務責任者を変更する場合も同様とする。 

(1) 氏名 

(2) 一級建築士、二級建築士又は昇降機等検査員を証明する書類 

(3) 受託者との直接雇用関係を証明する書類 

 

９ 業務担当者の資格等 

業務担当者については、氏名及び有する資格を記載した「業務担当者名

簿（様式任意）」と資格を有すること証明する書類を、業務の履行開始日の

前日までに委託者に提出し、承諾を得ること。業務担当者が変更又は追加

する場合も同様とする。 

なお、業務担当者は作業等の内容に応じた必要な知識及び技能を有する

ものとし、法令により作業資格が定められている場合は、当該資格を有す

る者が行うこと。 



 

 

10 業務条件 

(1) 定期点検及び保守 

定期点検及び保守の実施日、時間帯は次のとおりとする。なお、実施

日時は委託者と事前に協議して決定する。 

・休園日（12 月 29 日から 31 日は除く）の午前９時から午後５時まで 

※休園日：毎月第２･４水曜日(祝日の場合は翌日)、４月８日～12 日、

11 月 11 日～15 日、12 月 29 日～31 日 

(2) 定期点検及び保守の結果、対象設備に受託者の責に起因する修繕及び

改修が発生した場合は、直ちに委託者に報告するとともに、これに要す

る経費は全て受託者の負担とし、当該修繕及び改修内容は予め委託者の

承諾を得るものとする。 

 

11 廃棄物の処理等 

業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は、受託者の負担とする。 

 

12 安全管理 

(1) 受託者は、業務の実施にあたっては、委託者及び業務従事者、第三者

に対する事故の防止に十分注意するとともに、事故に対する一切の責任

を負う。なお、事故が発生した場合には、直ちに委託者に報告する。 

(2) 業務の実施にあたって、備品及び設備等を破損し、又は破損箇所を発

見したときは、直ちに委託者に連絡のうえ、適切な処置をとる。 

(3) 対象施設の規則を遵守するとともに、敷地内での喫煙はしないこと。 

 

13 業務の検査 

点検及び保守業務の完了後、受託者は契約書に基づき速やかに業務完了

検査を受けるものとする。 

 

14 駐車スペースの利用 

業務履行に伴う車両の駐車が必要となる場合には、予め委託者と協議し、

委託者の指示する場所に駐車すること。 

 

15 環境負荷の低減 

(1) 本業務の履行において、委託者である札幌市の環境マネジメントシス



 

テムに準じ、環境負荷の低減に努めること。 

(2) 本業務の履行において使用する物品・材料等は、極力環境に配慮した

物を使用すること。 

 

16 発注担当 

環境局円山動物園経営管理課(011-615-8097) 

札幌市中央区宮ケ丘３番地１ 円山動物園 動物園センター1 階 

 






